
街路樹等包括管理業務委託に係る公募型提案依頼書 

芦屋市都市建設部街路樹課 
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街路樹等包括管理業務委託提案方式実施要領 

１ 提案依頼の概要 

(1) 件名 

本提案依頼書による業務委託の名称は，「街路樹等包括管理業務委託」（以下，

「本業務」という。）とする。 

(2) 本業務の目的及び依頼内容 

芦屋市が所管する街路樹等における施設の維持管理等の業務について，包括的に

委託することにより，業務の効率化と施設の維持管理に係る質の向上を図ることを

主な目的とする。 

(3) 実施形式 

価格及び価格以外を総合的に評価し，決定する公募型提案方式とする。 

(4) 公募型提案方式とした理由 

本業務の目的及び依頼内容を実現できる最適な方法を予定金額の範囲内で実施する

必要があり，指定の条件を満たした提案を募り，価格及び提案内容等を総合的に評価

するため，本提案依頼を行うこととした。 

(5) 業務期間 

   契約締結日から令和５年３月３１日まで 

   単年度ごとに予算の範囲内で契約を行うこととする。 

ただし，業務内容が良好と認められた場合には令和７年３月３１日まで継続する。 

(6) 予定金額（上限額） 

ア 本業務の予定金額（上限額）は，３年間で７５１，８００，０００円（税込）

であり，３年間の見積総額の税込額がこの金額を超過した場合は失格とする。 

イ 本業務のうち高木剪定及び灯具等維持補修については，別途予算の範囲内で実

績払いの対象とする。 

ウ 見積額を踏まえ，年度ごとに市の予算の範囲内で協議を行い，契約を締結する。 

２ 提案手続 

(1) スケジュール 

    提案手続に関するスケジュールは別紙「街路樹等包括管理業務委託提案方式スケジ

ュール」のとおりとする。 
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(2) 参加意思表明書提出 

「参加意思表明書」に所定の内容を記入，押印の上，参加意思表明書提出期限まで

に芦屋市都市建設部街路樹課へ提出すること。 

辞退する場合は，「辞退届」に所定の内容を記入，押印の上，参加意思表明書提出

期限までに芦屋市都市建設部街路樹課へ提出すること。 

なお，やむを得ず参加を辞退した場合においても，今後の指名等への影響はないこ

とを申し添えておく。 

(3) 質問受付及び回答 

質問受付期限までに，街路樹課代表メール（gairozyuka@city.ashiya.lg.jp）宛に，

別紙 「質問回答票」にて送付すること。 

本市が受けた質問及び回答内容は，公平性，透明性を担保するため，その内容及び

質問者の如何にかかわらず，電子メールで参加意思表明者全員に公表する。 

(4) 企画提案書及び見積書等の提出 

  企画提案書及び見積書は，「企画提案書・見積書提出期限」までに「２(5) 提出場

所」へ持参の上，提出すること。 

  提出物及び提出部数等は，別紙「企画提案書作成要領」を参照すること。 

(5) 提出場所・問合せ先

   芦屋市都市建設部街路樹課 

担当：宮島 

 TEL：０７９７－３８－２４７０ 

  FAX：０７９７－３８－２１６３ 

E-mail：gairozyuka@city.ashiya.lg.jp 

(6) １次評価結果通知 

１次評価結果は，辞退者を除く全ての提案依頼者にＦＡＸ又は電子メールにより送

信後，郵送する。 

また，１次評価の通過者には，併せて２次評価の時間帯を連絡する。２次評価の内

容については，「４(1) 評価方法」を参照すること。 

(7) 最終結果通知 

最終結果については，先に全ての提案依頼者にＦＡＸ又は電子メールにより送付し，

郵送する。また，通知送付後，芦屋市ホームページに１ヶ月間，審査結果を公表する。
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３ 公募参加資格等 

(1) 応募者 

応募者は，単体企業（以下，「応募企業」という。）又は複数の企業によって構

成される共同企業体（以下，「応募企業体」という。）とする。 

(2) 応募企業又は応募企業体を構成する企業の資格要件 

応募企業又は応募企業体を構成する企業（以下，「構成企業」という。）は，別

紙「公募型提案方式参加資格条件」に記載する要件を満たすこと。また，応募企業

又は構成企業は，他の応募企業又は構成企業となることはできない。 

(3) 代表企業 

応募企業体にあっては構成企業から代表となる企業（以下，「代表企業」とい

う。）を定めるとともに，当該代表企業が応募手続きを行うこととする。なお，応

募企業は代表企業を兼ねるものとする。 

(4) 代表企業又は構成企業の変更 

代表企業又は構成企業の変更は原則認めない。ただし，特段の事情があると本市

が認めた場合は，この限りではない。 

(5) 協力企業 

応募者は，応募企業又は構成企業以外の者で，事業開始後，本件業務の一部を請

負又は受託することを予定している者（以下，「協力企業」という。）の本件業務

の遂行上果たす役割等を明らかにしたうえで，協力企業とともに，本件業務を遂行

することができる。 

(6) 協力企業の資格要件 

協力企業は，別紙「公募型提案方式参加資格条件」に記載する要件を満たすこと。 
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４ 評価方法 

(1) 評価方法 

   受託者については，参加資格確認，事前審査，１次評価及び２次評価によって決

定する。 

     提案内容の評価は，公正かつ厳正に実施する。 

     本業務の見積価格については，「１(6) 予定金額（上限額）」に記載している予

定金額以内であること。 

評価については，下表のとおりとする。 

段 階 種 別 対 象 評 価 者 概   要 

参加資格

確認 
・書類審査 

参加申請

書提出者 
専門委員会 

参加申請書提出者が参加資格を満

たすかを確認する。 

事前審査 ・書類審査 

企画提案

書等提出

者 

専門委員会 
提出書類等一式に漏れや不備がな

いかチェックする。 

１次評価 

・企業評価 

・提案内容 

評価 

(書類審査) 

事前審査

通過者 
専門委員会 企画提案内容に基づき評価する。 

２次評価 

・提案内容

評価 

(面接審査) 

・価格評価 

１次評価 

上位３者 
専門委員会 

企画提案内容のヒアリング及び価

格に基づき評価する。 

(2) 配点 

配点は下記のとおりとする。 

評価基準については，別紙「評価基準表」のとおり。 

ア １次評価から２次評価までの点数により，総合点で業者を決定する。 

イ 配点は，企業評価１割（１２０点），提案内容評価５割（６００点），価格評

価４割（４８０点）とする。 

(3) 参加資格確認

ア 対象 

     参加意思表明書提出者 

イ 確認方法 

     参加資格条件と比較し，参加資格の有無を確認する。 
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(4) 事前審査 

ア 対象 

     企画提案書等提出者 

イ 評価方法 

     提出書類等一式に漏れや不備がないかチェックする。 

(5) １次評価 

ア 対象 

     事前審査通過者 

   イ 評価方法 

企画提案書等について書類審査を行う。 

(6) ２次評価 

ア 対象 １次評価上位３者（予定） 

イ 日時 １１月１６日（火）（予定） 

(ｱ) 日程を変更する場合は，別途，連絡する。 

(ｲ) 時間については，１次評価結果通知の際に連絡する。 

ウ 評価方法 

(ｱ) ヒアリング及び価格について評価を行う。 

(ｲ) 選考委員の評価点数の合計によるものとし，最高評価点の者を契約の相手方

とする。 

(ｳ) 同点の場合については，当該応募者の最高点と最低点を除いた合計点数によ

り契約の相手方を選定する。 

エ ヒアリングの実施方法 

(ｱ) プレゼンテーションを行う者：本業務に携わる総括責任者とする。 

なお，会場に入室できるのは，応募者の社員（従業員）及び協力会社の社員

（従業員）のみとし，入室時に社員証の提示を求める。 

(ｲ) 時間等：４０分程度（目安：プレゼンテーション１５分，質疑応答２５分） 

a 提案説明は１５分間で，終了１分前に合図をする。 

b １５分を超えての提案説明は認めない。強制的に終了する。 

c 質疑応答は２５分以内とする。 

d 入替時間は審査時間には含まない。 

(ｳ) プレゼンテーションは提出済の企画提案書を基本とする。パワーポイントは

使用可とするが，希望する場合は，パワーポイントのデータを入れたＵＳＢ

を前日正午までに，街路樹課まで持参すること。なお，事務局にてプロジェ

クター・スクリーン・ノートパソコンを用意する。 

(ｴ) 出席者は，説明者を含め５人までとする。 

(ｵ) 審査中の録音は認めません。録音機器は所持しないこと。 
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 (7) 失格事項 

   以下に示す事項に該当した場合，審査結果を待たずに失格になる場合があるので留

意すること。 

ア 「企画提案書・見積書提出期限」に遅れた場合 

イ 提出書類に不足があった場合又は本書で定める事項に違反した場合 

ウ 当該案件に関して，本実施要領に定める以外の方法により，本市の職員に直接 

又は間接を問わず連絡を行った場合 

エ 「提案依頼交付開始日」から契約締結日までの間に，本市より指名停止等の措置

を受けた場合 

オ ３年間の見積総額の税込額が予定金額（３年間）７５１，８００，０００円（税

込）を超過した場合 

カ 別紙「評価基準表」にある提案内容評価について，選考委員の評価点数の合計が

満点の６０％未満である場合

５ その他 

(1) 留意事項 

ア 委託契約は，単年度契約であるが，業務内容が良好であると認められる場合は，

令和４年度からの３年間を限度として，毎年度契約を更新できるものとする。但し，

当該年度毎の予算の成立を条件とする。 

イ 提案書等提出を受けた資料は，提案者に返却しない。 

ウ 提出された提案書等の全ての資料を受理した後の加筆及び修正は認められない。 

  エ 企画提案書等の著作権等については，当該企画提案書等を作成した者に帰属する

ものとする。ただし，契約の相手方となった者が作成した企画提案書等の書類につ

いては，市が必要と認める場合には，市は契約の相手方にあらかじめ通知すること

によりその一部又は全部を無償で使用（複製，転記又は転写をいう。）することが

できるものとする。 

以 上 



街路樹等包括管理業務委託提案方式スケジュール

手  続 日  時 

(1) 公表 令和３年 ９月２９日（水） 

(2) 質問受付期間 
令和３年 ９月２９日（水）から 

令和３年１０月１２日（火）１７時まで 

(3) 参加意思表明書提出期限 令和３年１０月２０日（水）１７時まで 

(4) 質問回答期限 令和３年１０月２２日（金）１７時まで 

(5) 参加資格の有無の通知 令和３年１０月２５日（月）１７時以降 

(6) 企画提案書・見積書提出期間 
令和３年 ９月２９日（水）から 

令和３年１０月２９日（金）１７時まで 

(7) １次評価結果通知 令和３年１１月 ９日（火）１７時以降 

(8) ２次評価（ヒアリング） 

令和３年１１月１６日（火） 

※ ヒアリング実施順，予定時間は別途指定し

ます。 

(9) 最終結果通知 令和３年１１月２２日（月）１７時以降 

(10) 契約候補者と所管課との調整

等 
令和３年１１月下旬～ 

(11) 契約締結予定日 令和４年 ４月 １日（金） 



評価基準表 

審査 

項目 
評価項目 

評価の視点 

【提出書類】 
指標 配点 

企
業
評
価

企業

能力 

履行保証力 
自己資本比率 

【貸借対照表（写）】 
25％以上 6 

瑕疵担保力 
損害賠償保険の加入状況 

【企業賠償責任保険加入証（写）】
5千万円以上 6 

業務実績 

過去５年間における同種業務の

実績 

【履行実績届】 

あり 12 

品質マネジメン

ト 

ISO9001 の取得 

【認証登録証明書（写）】 
取得 6 

環境マネジメン

ト 

ISO14001 の取得 

【認証登録証明書（写）】 
取得 6 

情報マネジメン

ト 

プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 又 は

ISO27001 の取得 

【プライバシーマーク登録証

（写）又は認証登録証明書（写）】

取得 6 

地域

貢献

度 

営業の拠点 

本店の所在地 

【競争入札参加資格申請書によ

り確認するため不要】 

芦屋市内 18 

業務実績 

本市と契約書を交わした直近の

案件の業務実績（過去５年間に限

る） 

【契約書（写）】 

あり 18 

社会

性 

企業年金制度 

企業年金制度導入 

【企業年金制度導入に関する証

明書（写）】 

導入 6 

障がい者雇用状

況 

障がい者の雇用状況 

【障害者雇用状況報告書（写）】 
あり 12 

男女共同参画推

進の取組 

育児・介護休業，子供を持つ従業

員向け時短制度又は中途退職女

性復帰制度等の導入 

【各事業者の制度概要（写）】 

あり 6 



価格評価 

   価格評価 ＝ 配点（４８０点）×（１ －（ 見積価格 ÷ 予定金額 ）） 

女性活躍推進の

取組 

えるぼし認定の取得 

【基準適合一般事業主認定通知

書（写）】 

取得 6 

子育てサポート

の取組 

くるみん認定の取得 

【基準適合一般事業主認定通知

書（写）】 

取得 6 

若者雇用促進の

取組 

ユースエール認定の取得 

【基準適合事業主認定通知書

（写）】 

取得 6 

小  計 120 

提
案
内
容
評
価

取組方針 

包括的委託に対する市の要求主

旨を十分に把握しているか。各業

務が効率的で効果的な計画とな

っているか。 

施工計画 90 

実施体制 

業務全体の流れ（実施フロー）及

びスケジュールの的確性 

実施体制（市，受託者，再委託者

の役割分担等）の的確性 

施工計画 

工程表 
90 

業務品質・効率性 

高い業務品質及び効率性が期待

できるか。 

多くの事業者が関わる中で，これ

までの本市の業務品質及び効率

性の水準を維持・向上させること

が期待できるか。 

受託者・再委託者

市内業務実績 
120 

市内業者の活用 

市内業者の活用の程度は十分か。

市内業者の技術力やノウハウ，経

営基盤等の向上に資することが

期待できるか。 

各業務役割分担 

市内事業者活用

方針 

180 

追加サービス・ 

独自のノウハウ 

効果が期待できる追加サービス

や独自のノウハウの提案がある

か。複数の提案，特に効果が高い

と見込まれる提案があるか。 

提案書 90 

高齢者雇用促進の取組 

高年齢者の安定した雇用の確保

の促進のため，高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律３７条第

２項に規定するシルバー人材セ

ンターの活用等 

シルバー人材セ

ンターの活用等

活用方針 

30 

小  計 600 



公募型提案方式参加資格条件 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する

入札参加の資格制限に該当しないこと。 

(2) 令和２・３年度芦屋市物件等又は建設工事競争入札参加資格を有すること。 

(3) 現に，又は契約締結日までに，本市の定める競争入札に係る指名停止基準

（昭和６１年芦屋市基準）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(4) 芦屋市暴力団排除条例及び芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除

措置に関する要綱に基づく入札等排除措置を受けていないこと。 

(5) 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申立て

（国土交通省の資格再認定を受けている者を除く。），廃止前の和議法（大

正１１年法律第７２号）に基づく和議開始の申立て又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て（国土交通省の資格再

認定を受けている者を除く。）がなされていないこと。 


